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                                                    外国人技能実習機構 

 

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について（周知） 
 

 新型コロナウイルス感染症に関し､技能実習関係者から主に寄せられたご質問とその回答

は以下のとおりですのでご参考下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１ 入国が当初の予定より遅れそうだが､どうしたらよいか。 

Ａ１ 技能実習計画の認定を受けている場合で､認定を受けた計画の技能実習期間と入国 

日との間が３か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。３か月

以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、

外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。 

  また､入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じる

ことなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが

必要です。 

なお､地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合､審査が

保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経

過した場合は､改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。詳細は、地方

出入国在留管理官署にお尋ねください。 

Ｑ２ 一時帰国した後､再入国ができないため､実習の再開を遅らせたいが､どのような手

続が必要か。 

Ａ２ まず､技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした

上で､再入国が可能となった後､技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明ら

かにした上で技能実習を再開することが可能です。 

  当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能

実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間

を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。 

  なお、技能実習生が許可された在留期限内（在留申請を行っている場合の特例期間を

含む。）に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手

続を行う必要があります。詳しくは地方出入国在留管理官署にお尋ねください。 

Ｑ３ 技能実習を修了したが､新型コロナウイルス感染症の影響で中国に帰国できない場

合はどうしたらよいか。 

Ａ３ 技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。 


